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年
金
記
録
紛
失
に
関
す
る
質
問
主
意
書

年
金
記
録
紛
失
に
関
連
し
、
以
下
、
質
問
す
る
。

一

年
金
記
録
紛
失
に
よ
っ
て
、
年
金
受
給
資
格
者
に
年
金
を
給
付
し
な
け
れ
ば
、
国
民
の
年
金
受
給
権
を
侵
害
す
る
こ
と
に

な
り
、
支
払
い
履
行
義
務
に
明
確
に
反
す
る
と
考
え
る
が
、
見
解
を
伺
い
た
い
。

二

紛
失
年
金
記
録
五
千
万
人
の
う
ち
、
約
千
九
百
万
人
が
す
で
に
年
金
支
給
対
象
者
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
支
払
う
べ
き
年
金

額
総
額
を
明
示
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
政
府
は
年
金
制
度
を
管
掌
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
額
を
明
確
に
す
る
義
務

も
あ
る
と
考
え
る
。

右
質
問
す
る
。


